
 

『サプライチェーンにおけるサステナビリティ基本方針』の労働基準を 

満たさない仕入先への対応手順 

 

丸紅は、『サプライチェーンにおけるサステナビリティ基本方針』のうち、労働基準を満たさ

ない仕入先への対応手順を以下のとおり制定しています。 

 

①「サプライチェーンにおけるサステナビリティ・ガイドライン」のうち、労働基準に関する

“１）法令順守”、“２）人権尊重”、“５）安全衛生”を満たさないことが明らかに 

 なった仕入先に対し、必要に応じ、 

 事実確認、 

 事実である場合、その背景及び改善策報告 

を要請する。 

また、状況に応じて仕入先を訪問する。 

② 改善策が不十分と判断される場合には、更なる施策実施を要請する。 

③ 上記①～②を実施してもなお、改善策が進捗しない状況続く場合は、 

取引の継続可否を検討する。 


